
  

≪障害程度区分の認定と支給決定の仕組み≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談・申し込み（島本町・相談支援事業者） 

利用申請 

障害程度区分の一次判定（島本町） 

二次判定（審査会） 

障害程度区分の認定（島本町） 

勘案事項調査（島本町：地域生活・就労・日中活動・介護者等） 

サービス利用の意向聴取 

暫定支給決定（島本町） 

訓練・就労評価項目⇒個別支援計画 

支給決定 

医
師
意
見
書 

障害者の心身の状況を判定
するため 106 項目のアセス
メントを行います。 

介護給付では区分 1～6の 
認定が行われます。 

審査会の 
意見聴取  

介護給付を 
希望する場合 

訓練等給付を 
希望する場合 


